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序   文 
 

エリトリア国では、30 年以上に及ぶ戦乱が続いたため、全国に推定 30 万人にのぼる兵士がおり、
経済・社会復興を妨げる一因となっている。この状況を踏まえてエリトリア政府は、現存するエリト

リア国軍 30 万人のうち 20 万人の「動員解除・社会復帰」を実施することとし、2001 年に世界銀行
の支援を受け、「国家動員解除・社会復帰プログラム委員会（National Commission for Demobilization 
and Reintegration Program：NCDRP）」を設立した。 
こうした経緯から、エリトリア政府は、教育省（Ministry of Education：MOE）の指導員訓練セン
ターを中心とした除隊兵士訓練の支援等を目的とした協力支援を我が国へ要請してきた。 
同要請を受けて独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、2002
年 9月よりプロジェクト形成調査団、専門家を派遣し、要請内容の妥当性を確認するとともに、具体
的な協力内容について、エリトリア側と協議を行ってきた。2004年 8月、2005年 1月には、当機構
原専門員を団長とする事前評価調査を実施し、エリトリア政府側とプロジェクト実施に向けて協議を

行った。 
これら調査結果を踏まえ、今般、「エリトリア除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト」

の開始に向けて討議議事録（R/D）の署名を取り交わした。本報告書は、右調査及び協議結果を取り
まとめたものであり、今後のプロジェクトの実施にあたり広く活用されることを願うものである。 
最後に本調査にご協力いただいた外務省、厚生労働省、在ケニア日本国大使館など、内外関係者の

方々に深く感謝の意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。 
 
平成 17年 6月 

独立行政法人 国際協力機構 
 人間開発部部長 末森 満 
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第１章 要請背景 

１‐１ エリトリア兵士の動員解除・社会復帰プログラム（DRP）の背景と現状 
エリトリア国（以下「エリトリア」と記載する）は、30年間に渡る対エチオピア独立戦争の末､1993

年に独立を達成し、以後 5年間は隣国エチオピアとの友好関係を保ち、比較的順調な経済発展（年間
6.7%）を遂げた。しかしながら、1998 年 5 月、エチオピアとの国境紛争が勃発し、軍事費の拡大と
ともに、経済発展に資すべき労働者層が戦争に徴兵され、国内経済は急激に悪化した。 

2000 年にはエチオピアとの和平協定が締結され、国連の仲裁の下、和平協定に基づいた紛争の解
決が試みられ、平和構築に向けた措置がとられている。しかし、長年の戦争の結果、同国の政治、経

済、社会基盤は依然として脆弱である。エチオピアとの国境画定が難航し、軍事費削減が困難な中、

国家財政が圧迫されている。また、全人口（約 430 万人）の約 7％である 30 万人が国軍に従軍して
おり、経済活動を行っていないことや、一部市場の国家統制、人権問題等が理由でアメリカの AGOA
関税特恵対象国から外されるなど、経済状況が悪化している。 
係る状況下、除隊兵士の収入所得手段の確保は、治安維持及びエリトリアの復興を着実に進める上

で重要である。2001年 5月、エリトリア政府は 30万人の兵士のうち 20万人を除隊させるべく、除
隊・社会復帰プログラム（Demobilization and Reintegration Program：DRP）を計画した。DRPの実施
予算額は 1億 9,700万ドルとなっており、世界銀行（World Bunk：WB）などがコモンバスケット方
式で支援し、2001年に DRP委員会（National Commission for Demobilization and Reintegration Program：
NCDRP）が設置され、2003年度からプログラムが開始されている。 

DRPは、2002年から 5年間の予定で実施されており、第 1フェーズの除隊兵士 6万 5,000人が除
隊された。 
エリトリア政府は DRPに係る課題について以下のように認識している。 
① 除隊兵士の社会復帰を促すために基礎技術訓練を実施する必要があるが、特に教育レベルの低
い除隊兵士に対しては、教育省（Ministry of Education：MOE）傘下の技能研修センター（Skill 
Development Center：SDC）及びその他職業訓練施設において 1年未満の短期集中型コースの実
施が必要である。 

② 除隊兵士を訓練できる指導者が十分いない。 
③ 除隊兵士の収入手段の確保／就職が容易でない。 
④ DRP の最終目的である兵士 20 万人の除隊及び社会的・経済的再統合が達成されれば、エリト
リアの経済復興・平和構築に大きく貢献することが想定できる。 

 

１‐２ 我が国の対応の経緯 
我が国は、平和構築が始まったエリトリアに対して、2002 年 9 月に除隊兵士の社会復帰に係るプ
ロジェクト形成調査を実施した。その提言に沿って、2002年度及び 2003年度に、除隊兵士に対する
基礎訓練分野の短期専門家（計 3名）を派遣した。 
これらの専門家はケニア事務所とともに、相手国ニーズ調査、基礎訓練分野に対する助言を行って

きた。さらに、NCDRPと連携の上、MOEをカウンターパートとし、アゴルダット市 SDCにおける
基礎訓練（縫製技術）のパイロットプロジェクト、首都アスマラ市における基礎訓練コース（縫製技

術）などを実施した。 
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係る実績に基づき、エリトリア側においても、基礎訓練の重要性が強く認識され、2003 年 12 月、
エリトリア政府は除隊兵士に対する基礎訓練実施を目的とした技術協力プロジェクトを我が国に対

して正式に要請した。 
2004年 8月には第 1次事前評価調査団を派遣し、2か所の SDC（アゴルダット、メンデフェラ）

及びバレントゥ NCDRP 支部を視察した。また、MOE とプロジェクト内容について協議し、プロジ
ェクトドキュメント（案）を作成するとともに、合意事項についてはM/M（Minutes of Meeting）に
署名した。 

2005年 1月には、MOEが、七つの SDCの改修・機材設置計画及び 2010年まで 9,600名の除隊兵
士の訓練計画を作成し、NCDRPから予算を取り付けた。2004年 8月時点では、独自の計画及び主体
性が全く無かったMOEとしては、大きな変化であった。 
同時に、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）としては 2004年 8月に作成

したプロジェクト・ドキュメント案及び PDM など全体計画を変更する必要に迫られた。MOE の活
動の運営強化、除隊兵士への訓練やアフターケアの充実、ニーズ調査の把握及び強化が JICAの役割
であると検討された。 
また、MOE の計画が本格的に動き出すのが 2005 年末だが、それ以前に JICA としては各地 SDC
及びアスマラにおいて、縫製技術と金属加工等の分野について訓練を始める計画を策定し、合意した。

MOE が本格始動する前に、エリトリアのニーズ、レベルに合った訓練モデルをエリトリア側関係者
とともに構築し、そのノウハウをMOE側に蓄積させることにより独自で訓練を実施できる体制を作
ることが本プロジェクトの主な目的となる。 
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第２章 調査・協議等の経過と概略 

２‐１ プロジェクト形成調査（除隊兵士再統合支援）（2002年 9月） 
２‐１‐１ 調査日程 

2002年 9月 10日～9月 22日 
 
２‐１‐２ 調査概略 
エリトリアの「緊急動員解除社会復帰プログラム（EDRP）」は、兵士を動員解除し、帰還させる

までの計画はある程度出来上がっているものの、具体的な社会再統合の部分は、予算の見積もりもお

おまかであり、詳細の計画が決まっていないことが判明した。 
社会経済統合の中でも、「職業訓練・技術研修」分野は他のドナー国や国際機関が本格的に手を挙

げていない分野であり、さらに、我が国の途上国支援の経験が豊富な分野であることから、調査団と

して同分野に参加することを先方政府に打診したところ、先方政府から好意的な回答があった。 
実施方法については、エリトリアの帰還兵士の技術訓練は日本の従来の技術協力プロジェクトに比

べ基礎的な技能訓練が大部分なため、日本から多数の技術専門家を派遣するよりも、数人の人材が調

整役として現地の技能者の人材養成をする等の工夫が望ましい。 
先方の要請の強い「アスマラ技術学校（Asmara Technical School：ATS）」への協力は、除隊兵士の

技能訓練関連で指導員要請の観点からは重要であるが、むしろ、エリトリアの中長期的な人材養成ニ

ーズを踏まえて考える必要がある。 
今後さらなる調査・分析を行い、技能訓練制度全般を見通したフレームワークを構築する作業を

MOE とともに実施し、我が国の協力の方向性を確立することを目的とした短期専門家の派遣を提案
する。 

 
２‐１‐３ 団員構成 
   担 当 氏 名 所   属 

1 団長・総括 原 晃 国際協力事業団 国際協力総合研修所 国際協力専門員 

2 政策計画 丸尾 伸一 外務省 中東アフリカ局 アフリカ第 2課 外務事務官 

3 無償資金協力 伊藤 賢一 外務省 経済協力局 無償資金協力課 外務事務官 

4 平和構築 土肥 優子 国際協力事業団 企画評価部 環境女性課 ジュニア専門員

5 
協力計画/人材
育成 

日下部 光 
国際協力事業団 アフリカ中近東欧州部 アフリカ課  
ジュニア専門員 

6 協力計画 見宮 見早 国際協力事業団 ケニア事務所 所員 

 
１‐２‐４ 主要訪問先 

＜エリトリア政府機関＞ 

•  総合政策局（マクロポリシー局） 
•  外務省 
•  NCDRP、NCDRPアスマラ市地方事務所、アンセバ州（ケレン市）NCDRP地方事務所 
•  MOE、ATS、MOEガシュ・バルカ州アゴルダット市 SDC 
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•  労働省、 
•  アンセバ州 Haelmalo農業学校、ガシュ・バルカ州ハガス農業学校 

 
＜国際機関＞ 

•  WB、イタリア大使館、米国国際開発庁（United States Agency for International Development：
USAID）、国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）、オランダ領事館、
欧州連合（European Union：EU） 

 
＜日本機関＞   

•  JEN（日本の NGO）、日本名誉領事館 

 

２‐２ 専門家の投入 
No. 名  前 時  期 指導分野 技 術 移 転 内 容 配属先 

1 原 晃 2003年 3月～5月 
職業訓練計画

アドバイザー

①エリトリア政府の技術研修 
②雇用促進計画への助言 
③具体的支援策の検討 

MOE 
（アスマラ市）

2 水野 文雄 2003年 3月～4月 
職業訓練 
アドバイザー

同上 
MOE 
（アスマラ市）

3 原 晃 
2003年 10月～ 
12月 

職業教育訓練

アドバイザー

①エリトリア政府の技術研修 
②雇用促進計画への助言 
③具体的支援策の検討 

MOE 
（アスマラ市）

4 高橋 ユリ 
2003年 11月～ 
2004年 5月 

職業教育訓練

アドバイザー

（縫製技術）

① 指導員訓練（2か月、10名） 
② 除隊兵士訓練（3か月、30名） 

MOE 
（アスマラ市）

5 井上 高司 
2005年 1月～ 
2006年 1月 

業務調整／ 
基礎訓練計画

① プロジェクト開始に向けて
の具体的準備業務 
② 調整業務及び基礎訓練コー
スの立ち上げ 

MOE 

 

 

２‐３ パイロット事業の実施 
プロジェクトの本格実施に先立ち、以下のコースをパイロット事業として試行的に実施した。 
 

No. コース名 時   期 指 導 内 容 実施場所 

1 裁縫訓練コース 2003年 8月～10月
JEN（日本の NGO）に業務委託
し、除隊兵士 20名に対して縫製
技術の訓練を行った。 

MOEガシュ・バルカ州ア
ゴルダット市 SDC 
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２‐４ 第一次事前評価調査（2004年 8月） 
２‐４‐１ 調査日程 

2004年 8月 22日～9月 3日 
 
２‐４‐２ 調査概略 

① 本調査団は、本プロジェクトの大枠に関して調査やワークショップを実施し、エリトリア政府
の関係機関と協議を行い、プロジェクトの全体プランに関しての合意事項をM/Mに記載した。
しかし、MOE大臣との合意には至らず、エリトリア側で継続して検討するよう、合意した。
また、同M/Mの署名は、ケニア事務所長が後日訪問して行うことで合意した。 

② 「事前評価／コミュニティ開発」コンサルタントを派遣し、プロジェクト・ドキュメント案を
作成し、MOEへ提出した。 

③ 過去に JICAが行った 2度に渡る除隊兵士訓練のフォローアップ調査を行った。JENへの業務
委託により 2003年 8月に実施した訓練コースの卒業生 20名のうち、1名は毎週アゴルダット
市 SDC で裁縫を続けており、3 名は NCDRP バレントゥ支部に対して、ミシン購入の為のマ
イクロクレジットの申請準備を行っているとのことであった。JICA短期専門家が 2004年 2月
から実施した訓練コースの卒業生 30名のうち 12名は、共同で衣類の製作・販売ビジネスを開
始しようとしていた。一方、卒業生の一部からは「訓練期間が充分ではない」や、「訓練後に

ミシンが提供されないと、技術の継続的な向上ができない」との声もあった。 
 
２‐４‐３ 団員構成 

No. 名 前 担 当 現 職 

1 原 晃 団長・総括 国際協力機構 国際協力総合研修所 国際協力専門員

2 若松 英治 協力計画作成 
国際協力機構 人間開発部 第二グループ  
技術教育チーム 職員 

3 見宮 見早 援助調整 国際協力機構 エリトリア事務所 所員 

4 森 真一 事前評価/コミュニティ開発有限会社 アイエムジー 代表取締役 社長 

 
２‐４‐４ 主要面談者 
＜エリトリア政府機関＞ 

•  国家開発省（Ministry of National Development：MOND） 
•  貿易産業省（Ministry of Trade and Industry：MOTI）手工芸・技工開発局 

•  NCDRP 
•  MOE、MOEガシュ・バルカ州アゴルダット市 SDC、MOEメンデフェラ市 SDC 
•  アスマラ市 メデバル市場視察 
•  貯金・マイクロクレジットプログラム（SMCP） 

 

＜国際機関＞ 

•  WB 
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２‐５ 第一次事前評価・追加調査（M/M署名）（2004年 9月） 
２‐５‐１ 調査日程 

2004年 9月 30日～10月 3日 
 
２‐５‐２ 調査概略 
① C/P リストに MOE 職員及び NCDRP 職員を含んでいたが、教育大臣から、実施機関は MOE
のため、NCDRP職員を C/Pリストから削除するよう要望があり、当方はそれに合意した。合
同調整委員会（JCC）の参加メンバーに関しては、NCDRP は訓練生の確保などで今後連携す
る必要があるため、メンバーとして加えることで合意した。 

② MOEから、エリトリア側のコスト負担について、指導員の給与や生徒の日当・宿泊費等につ
いて日本側が支援するよう強い要望があった。持続性の重視から、コストシェアリングのポリ

シーを説明したが、除隊兵士支援は単発的・緊急的なものであり、特別な配慮を要求された。 
③ 教育大臣から、署名者に関しては国家開発大臣と NCDRP委員長が加わることに異議を申し立
てたが、当方からは NCDRPは訓練生の選抜などで関与があること、また MONDは援助調整
機関であり、他の援助案件の場合も共同署名者になっていることを説明し、同意を得た。 

④ 教育大臣から援助予算について質問があった。また、日本側の投入について、日本人専門家で
あることに懸念が示された。当方からは、今回の技術協力プロジェクトは WB のような資金
援助ではなく、二国間援助の技術協力であることを説明し、予算額については RD協議の際に
提示すると応答した。 

 

２‐５‐３ 団員構成  

No. 名 前 担 当 現 職 

1 狩野 良昭 団長・総括 国際協力機構 ケニア事務所 所長 

2 見宮 見早 援助調整 国際協力機構 エリトリア事務所 所員 

 
２‐５‐４ 主要面談者 

＜エリトリア政府機関＞ 

•  MOND 
•  NCDRP 
•  MOE、MOEアディケ市 SDC 

 

２‐６ 第二次事前評価調査(2005年 1月) 
２‐６‐１ 調査日程 

2005年 1月 29日～2月 6日 
２‐６‐２ 調査概略（経緯と目的） 

① 2005年 3月から開始予定の除隊兵士訓練の詳細計画を策定するとともに、現地 NGOとの連携
方法、プロジェクト・ドキュメント（案）について先方政府とさらなる協議を実施した。 

② 今回は、MOEが、2010年までに七つの SDCを改修・機材設置し、9600名の除隊兵士を訓練
する計画を作成し、NCDRP（世銀の資金）の予算を取り付けた。2004年 8月時点では、独自
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の計画及び主体性が全く無かったMOEとしては、大きな進歩である。 

③ 同時に、JICAとしては 2004年 8月に作成したプロドク案及び PDMなど全体計画を変更する
必要に迫られた。MOEの活動の運営強化、除隊兵士への訓練やアフターケアの充実、ニーズ
調査の把握及び強化が JICAの役割であることが共有認識となった。 

④ また、MOE が本格的に動き出すのが 2005 年末だが、それ以前に JICA としては各地 SDC 及
びアスマラにおいて、縫製技術と金属加工等の分野について訓練を始める計画を策定し、合意

した。MOEが本格始動する前に、エリトリアのニーズ・レベルに合ったモデルの構築がプロ
ジェクトの主たる目的となることが確認された。 

 

２‐６‐３ 団員構成 

No. 名 前 担 当 現 職 

1 原 晃 団長・総括 国際協力機構 ケニア事務所 国際協力専門員 

2 若松 英治 協力計画作成 国際協力機構 人間開発部 第二グループ 技術教育チーム 職員

3 見宮 見早 援助調整 国際協力機構 エリトリア事務所 所員 

 

２‐６‐４ 主要面談者 

＜エリトリア政府機関＞ 

•  外務省 

•  MOND 
•  NCDRP 
•  MOE、MOEアディケ市 SDC 
•  NGOエリトリア女性連合（National Union of Eritrean Women：NUEW） 

 

＜国際機関＞ 

•  WB 
 

２‐７ 実施協議（2005年 6月） 
２‐７‐１ 調査日程 

2005年 6月 11日～16日 
２‐７‐２ 調査概略 

① 2004年 9月に署名した M/Mでは、MOE側は主体的な計画を有していなかったために、除隊
兵士訓練の実施は日本側主導で策定していたが、2005 年に入り、MOE・NCDRP 間の合意に
より、除隊兵士訓練の予算を確保することができ、MOE主導の全国 SDC改修計画及び約 1万
人の除隊兵士に対する訓練計画が策定された。これを受け、JICA側は急遽方針を変更し、MOE
による同訓練の質の向上及び訓練終了後のモニタリング・評価の分野でMOEの活動を補完す
ることに注力することとし、右経緯をM/Mに明記した。 

② M/Mにカウンターパートの人名を特定することについては、SDCの教員及び所長については
これからリクルートする段階であるため、明記できないとの説明があった。調査団としては、
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エリトリア側の実施能力は充分に信頼できると判断し、この要求は取り下げた。 
③ NCDRPと覚書（Minutes of Understanding：MOU）を交わし、除隊兵士リクルート方法、訓練
コスト、訓練内容の選択、モニタリングについて合意した。除隊兵士の日当・宿泊費に関して

は、MOEとのM/Mで明記した通り、基本的にはエリトリアが負担すべきであるという姿勢は
保ちつつも、必要な部分については JICAが負担するということを記述した。 

④ エリトリアが直面している経済的状況、特にエチオピアと合意された和平協定が進まない事に
よるエリトリアの経済的な疲弊が大きいことを鑑み、R/Dには基本的な資金負担はエリトリア
側が行うことと明記したが、M/Mを別途交わし、必要に応じて JICAが実施するプロジェクト
事業内でメンテナンス及び運営経費については検討の上柔軟に対応する旨記載した。 

 

２‐７‐３ 協議参加者 

No. 名 前 担 当 現 職 

1 原 晃 団長・総括 国際協力機構 ケニア事務所 国際協力専門員 

2 井上 高司 業務調整／基礎訓練計画 業務調整／基礎訓練計画 

 

２‐７‐４ 主要面談者 

＜エリトリア政府機関＞ 

•  MOND 
•  NCDRP 
•  MOE 
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第３章 プロジェクトの概要 

2005年 6月 14日に、2次にわたる事前評価調査（第 1次：2004年 8月、第 2次：2005年 1月）の
調査結果を踏まえ、MOE、MOND、NCDRP等、関係機関と協議を行った結果、双方の合意事項を討
議議事録（R/D）にまとめ、署名交換を行った（付属資料 1）。 
合意されたプロジェクトの概要は以下のとおりである。 

 

３‐１ 全体計画 
３‐１‐１ プロジェクトの内容 
エリトリア政府は、WB をはじめとするドナーからの支援を受け 20 万人の除隊兵士の訓練を行う
予定であり、MOEは 9千数百人の訓練を行う予定である。 
本プロジェクトは、MOEの行う同プログラムに先立ち、MOEとともに 2年間で 400名の訓練を行
うことを目的とする。なお、そこで得られた経験・教訓は、MOE が行う本格フェーズのプログラム
に反映させる予定である。 
 
３‐１‐２ 先方政府との確認済み事項 
（１） R/Dの合意内容（要旨） 
① 署名者  

•  JICA 
•  MOE 
•  NCDRP 
•  MOND 

 
② RD署名日：2005年 6月 14日 
③ 協力期間：2年間（2005年 6月 14日～2007年 6月 13日） 
④ プロジェクト内容 
＜プロジェクト目標＞ 

ターゲット地域の除隊兵士が、生活を向上し社会復帰できる能力を向上させる。 

＜成果＞ 

1．首都アスマラ市及び 3地域の SDCにおいて､除隊兵士の社会復帰のための基礎技術訓練
計画が確立し実施される。 

2．除隊兵士の基礎技術訓練体制が、市場のニーズと除隊兵士のニーズを合致させるために
見直され、評価され、改善される。 

 
⑤ プロジェクト実施地域 

1．首都アスマラ市 （人口約 50万人） 
2．メンデフェラ市 SDC （人口約 2万人） 
3．アディケ市 SDC （人口約 2万人） 
4．アゴルダット市 SDC （人口約 2万人） 
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⑥ 投入 
＜日本側投入＞ 

•  日本人専門家（長期、短期） 
•  機材供与 
•  現地活動費 

＜エリトリア側投入＞ 

•  専門家執務室（アスマラ市MOE内 2階） 
•  訓練施設（SDCやその他MOEの訓練施設・敷地） 
•  訓練機材 
•  カウンターパート配置 
•  免税措置 

 
⑦ JCCの設置 

 

３‐１‐３ NCDRPと JICA間の MOUの合意事項（要旨） 
① NCDRPは、地方NCDRP事務所を通じて、本プロジェクトの受講生（除隊兵士）の確保を行う。 
② 受講生の選考は、本プロジェクトと NCDRPが合同で行う。 
③ 訓練経費及び除隊兵士への日当・宿泊・交通費は、JICAが NCDRP基準に従って支払う。 
④ モニタリング・評価は、NCDRPが本プロジェクトと合同で行う。 
⑤ 本MOUの変更の際は、合意の上書面で行う。 

 

３‐２ 除隊兵士の訓練計画 
３‐２‐１ 除隊兵士の基礎訓練 

市場のニーズ調査と除隊兵士のニーズに合致させた基礎技術訓練を実施する。識字訓練や簡単な簿

記訓練等も行い、マイクロクレジット等を有効活用できる能力等も必要に応じて養成する。訓練後は、

フォローアップ調査・評価を行い、計画に反映させていく。2005年 8月頃に開始予定。 
 
（１）訓練期間 

1か月（技術）+1か月（OJT） 
 

（２）訓練職種 

実施可能な訓練職種として約 20 コースを検討中。うち、7 コース程度（金属加工／溶接／自転
車修理／家具木工／美容理容／料理など）は民間機関や現地技能者を活用し、アスマラ市内での訓

練実施可能性を確認済み。 
 

（３）訓練生の選考について 

JICAが実施する訓練実施内容を NCDRPに通知することにより、NCDRPが訓練計画に基づいた
訓練生の選考を開始することで合意済み（2005 年 6 月の MOU）。7 月か 8 月には第 1 回の訓練コ
ースを開始予定。 
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（４）日当宿泊費の支払いについて： 

本プロジェクトは、MOE が世銀の資金を得て行うプログラムに先行して実施するため、日当･
宿泊の支給を JICAが行う必要がある。一方、NCDRPでは統一の基準の設定ができていないため、
本プロジェクトが NCDRP 及び MOE と共に調査・分析を行い、その結果につき JICA 本部で検討
する。合意事項については、先方政府と書面にて確認する。 

 
（５）訓練実施の方法 

① 直営（講師を調達し、ATSまたは SDCサイトにて実施する） 
② NGO委託（NGO撤退の状況があり、不確定要素多い） 
③ 民間学校等（SDCで実施していない女性職業訓練分野を中心に実施） 

 
（６）訓練予定人数：400名（2年間） 
① アスマラ市 :  7（職種）×10名×2回＝140名 
② メンデフェラ市： 5（職種）×10名×2回＝100名 
③ アディケ市：  4（職種）×10名×2回＝ 80名 
④ アゴルダット市： 4（職種）×10名×2回＝ 80名 

合計：          400名 
 

３‐３ 実施体制 
３‐３‐１ 安全管理体制 

安全管理体制は、ケニア事務所総務班がエリトリアで雇用している JICA安全対策クラークととも
に安全対策を行い、本部の関係部署（総務部安全対策チーム、アフリカ部東アフリカチーム、人間開

発部技術教育チーム）に情報提供を行う。ただし、エリトリアで政治・経済の大幅な変化があった場

合、適宜ケニア事務所は本部総務部と協議を行い、安全対策を見直すこととする。 
 
３‐３‐２ 邦人専門家の投入案 

（１）チーフアドバイザー（長期） 

対外折衝（エリトリア政府機関、民間企業、NGO、国際機関等）及びプロジェクト運営管理を
行い、プロジェクト終了時に終了時評価及びエリトリア政府へ提出する提言ペーパーの取りまとめ

を行う。 
 
（２）業務調整員/基礎訓練管理（長期） 

経理・業務調整・契約作業・基礎訓練の発掘と運営を行う。 
 

（３）基礎訓練計画策定（短期） 

エリトリアカウンターパート（MOE 及び NCDRP 職員）とともに除隊兵士研修計画を立て、民
間訓練施設等に業務委託を行い、訓練のモニタリング・評価を行う。また、訓練実施計画の策定・

見直しを行う。 
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３‐３‐３ 現地スタッフ 

① 秘書・通訳・兼プログラムオフィサー：ティグリーニャ語‐日本語の通訳、基礎訓練の運営
管理実務、秘書業務 

② JICA安全対策クラーク（他専門家との掛け持ち）：対外折衝のサポートを行う 
 

３‐３‐４ カウンターパート 

（１） 首都アスマラ市 

•  プロジェクト・ディレクター（MOE技術職業教育・訓練局（TVET）局長） 
•  プロジェクト・マネージャー（モニタリング室管理部長） 
•  副プロジェクト・マネージャー（職業訓練班長） 
•  その他カウンターパート：訓練管理（トレーニング・マネージャー）、副訓練管理、モニタリン
グ職員、ロジスティックス職員、データベース管理、管理職員、支援職員、秘書、ドライバー 

 
（２） 地方部 

•  アゴルダット市 SDC調整員 
•  メンデフェラ市 SDC調整員 
•  アディケ市 SDC調整員 
•  基礎訓練指導員（首都アスマラ市含む）  

 

３‐４ プロジェクト実施上の留意点 
３‐４‐１ 就職支援 

訓練修了者の就職・起業支援については、コースの後半を職場内訓練（On-the-job Training：OJT）
として、より実践的な技術・ノウハウを身につけさせるとともに、コースの最後には起業のための基

本スキルの講習を行い、就職・起業を促進し、より円滑な社会復帰を促進することをめざす。 
 
３‐４‐２ 除隊兵士確保への対応策 

（１）NCDRPへの働きかけ 
NCDRPと JICAは、訓練生の確保及び訓練生への日当・宿泊費（US$）の NCDRPからの支払い
に関してMOUの締結交渉を進めている。同MOUを実効性のあるものにするためにNCDRPが JICA
プロジェクトに対して、優先的に除隊兵士を割り当てるよう継続的な働きかけを行う。
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３．事業事前評価表 
                  平成 17年 3月 16日 

担当事業部：人間開発部 
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

１ 案件名 

エリトリア除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト 

２ 協力概要 

２‐１ プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述  
エリトリアにおいて、プロジェクト目標である「対象地域における除隊兵士（Demobilized 

Soldiers：DS）が生活向上に結びつく基礎技術を習得する」を実現するために、MOE が世銀のコ
モンバスケットから資金を受け、SDC3か所において行う 1万人の基礎技術訓練のうち 400名につ
いて緊急パイロット的に訓練を行うとともに、DS のニーズに合致した基礎訓練となるよう MOE
の訓練の運営･実施について指導・助言を行う。 

２‐２ 協力期間 
2005年 4月から 2007年 3月（2年間） 

２‐３ 協力総額（日本側） 
2.1億円 

２‐４ 協力相手先機関 
エリトリア教育省（MOE） 

２‐５ 国内協力機関 
なし 

２‐６ 裨益対象者及び規模、等 
DSは、エリトリアの DRPの除隊対象兵士 20万人（全兵士の 3分の 2、女性兵士も多数含まれ
る）のうち、基礎技術訓練を必要と予測される対象者約 1万人に対して訓練を行う予定である。 

MOEは 2005年に 1,560名、2006年に 1,560名、2007年に 2,160名の DSに対して技術訓練を実
施する予定であり、JICAは、MOEが 3年間に行う合計約 5,000名の DS訓練に対して、指導員訓
練（Training of Trainers：TOT）、市場調査や訓練コースの効率的な運営、モニタリング・評価方法、
除隊兵士の自立支援等の側面支援を行う。 
また、JICAは約 400名の DS訓練を直接行い、そのノウハウを今後のMOEの事業に反映させて

いく。 

２‐７ 対象地域 
対象地域は首都アスマラ及び 3 か所の SDC（アゴルダット、アディケ、メンデフェラ）の周辺
地域。 
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３ 協力の必要性・位置付け 

３‐１ 現状及び問題点 
エリトリアは 1993年に独立したものの、1998年から３年間エチオピアとの国境紛争を経験した

影響もあり、政治、経済、社会基盤は依然として脆弱である。エチオピアとの国境画定が難航し軍

事費削減が困難な状況で、国家財政も危機的な状況にある。 
かかる状況下、世銀を中心とするドナーは、20 万人の兵士の除隊（Demobilization）とスムーズ
な社会復帰（Reintegration）を促進することがエリトリアの社会経済の発展開発と治安維持に不可
欠であるという認識の下、兵士の DRPに対する支援を表明した。これを受けたエリトリア政府は
2002年より同プログラムを開始した。 
エリトリア政府は DRPにかかる課題について以下のように認識している。 

① 除隊兵士の社会復帰を促すために基礎技術訓練を実施する必要があるが、特に教育レベル
の低い除隊兵士に対しては、MOE傘下の SDC及びその他職業訓練施設において 1年以内
の短期集中型コースの実施が必要である。 

② 除隊兵士を訓練できる指導者が十分いない。 

③ 除隊兵士の収入手段の確保／就職が容易でない。 

DSのうち、特に若年層は労働の経験がなく、教育も十分に受けていないものが多いため、社会
復帰のための訓練は急務となっている。また、社会においても技能を有する人材や技能訓練コース

を運営する人材は不足しており、社会ニーズにあった人材育成は不可欠である。 
除隊は、2004年度に第 1フェーズで約 6万 7,000人が終了した。2005年 7月には第 2フェーズ
（約 6万 5,000 人）の除隊が終了し、その後は最終フェーズの実施により 20万人の除隊が完了す
る予定である。 

2004年後半に MOEが DRP委員会に提出した技能訓練プロポーザルが承認され、地方の技術開
発センター4か所の修繕・増築、指導員の確保、資機材、生徒日当等の資金を確保した。指導員は
2005年 12月までに確保される見通しである。 
しかし、MOEの訓練計画には On-the-job trainingのような実地訓練や、女性兵士向けのコースが
少なく、定期的なニーズアセスメント、コース評価、修了者のフォローアップ等の計画は含まれて

いない。MOE が実施する除隊兵士訓練を、より現状に即し、かつ有用なものに改善するための働
きかけが必要となっている。 
本プロジェクトの長期な目標は、訓練を受けた除隊兵士が社会へスムーズに社会復帰し、エリト

リアの経済発展に寄与することである。本プロジェクト期間中の目標は、「対象地域における除隊

兵士が生活向上に結びつく基礎技術を習得する」である。この目標を実現するために、①MOE に
おける基礎技能訓練の運営能力を強化する。②3 地域の SDC において、訓練コースの運営・実施
体制の向上指導を行う。③DSのニーズに合致した基礎技術訓練を実施する。 

３‐２ 相手国政府国家政策上の位置付け 
エリトリア政府は 2001年から「国家除隊・社会復帰プログラム委員会」（NCDRP）を設置した。

DRPの実施予算額は 1億 9,700万ドルとなっており、WBなどがコモンバスケット方式で支援して
いる。DRP は、2002 年から 5 年間の予定で実施されており、第一フェーズの除隊兵士 6 万 7,000
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人が除隊された。 
同国は、エチオピアからの独立後、国土復興・再建のための短期的な社会経済的アプローチと、

長期的な発展を目指したアプローチを策定し、社会経済の発展に取り組んでいる。 
前者の短期経済プログラムは 2000年に策定された「緊急復興プログラム（ERP）」であり、以下
の四つの目標を掲げている。 

① 人道緊急援助 
② 戦後再構築 
③ 動員解除 
④ 紛争によって生じた経済不均衡の解消 

一方、後者の長期目標は 1994年に策定されたマクロ政策や 1998年に策定された「国家経済フレ
ームワーク」で述べられており、四つの目標を掲げている。 

① 都市と地方の拡大している貧困削減と社会正義の促進 
② 女性の参画と地位向上の推進 
③ 人的資源・形成の推進 
④ エコシステムの保持と保存 

本プロジェクトは、短期経済プログラムの重点項目の一つである動員解除を促進するものであ

る。 

３‐３ 我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付け）
途上国に対する復興支援については、ODA大綱において重点課題とされ、2003年東京で開催さ

れた TICADⅢにおいても、その重要性が認識された。 
また、JICA としても｢平和構築｣案件及び｢人間の安全保障｣案件を重点推進分野として掲げてお
り、本プロジェクトの方向性に合致する。 

４ 協力の枠組み 
４‐１ 協力の目標（アウトカム） 

（１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
対象地域における除隊兵士が生活向上に結びつく基礎技術を習得する。 

（２）指標 
DS に対するインタビューやアンケート結果、授業視察（定期的モニタリング結果）、技能テ
スト得点、SDC からの訓練報告（週次・開始時・中間・終了時）、JICA 直轄の訓練コースを修
了した DSの人数。 

４‐２ 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
（なお、各指標の具体的な目標値は、パイロットコースが終了するまでに設定する） 

（１）上位目標 

訓練コースを修了した除隊兵士が社会復帰し、安定した生活を送ることができるようになる。
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（２）指標 

訓練後の DSのフォローアップ・モニタリング調査（就職機会や修了者の進路についてイン
タビューし、コミュニティ側の評価を調査する）。 

４‐３ 成果（アウトプット）と活動 

（１）成果１ 
MOEにおける基礎技術訓練システムの運営能力が強化される（MOE職員対象） 
•  活動１：除隊兵士のトレーニングのためのデータベース・システムを構築する 
•  活動２：地方の訓練ニーズを満たすための基礎技術を定期的に確認するため、定期的に調

査とワークショップを行う 
＜指標＞  
調査・ワークショップの記録、基礎訓練コース計画（計画書、予算書）、データベース 

（２）成果２ 

三つの地域の SDCにおいて指導員の能力が向上する 
•  活動１：TOTの実施体制を支援する。 
•  活動２：TOTを実施する。 
•  活動３：TOTの活動結果をレビューし、改善する 

＜指標＞ 
TOT 実施計画（計画書、予算書）、TOT に参加した指導員の数、TOT に参加した指導員の
修了証書の数、訓練終了者の指導員に対する評価 

（３）成果３ 

対象地域において、除隊兵士に対する基礎技術訓練が実施される。 
•  活動１：除隊兵士訓練のパイロットコースを実施し、市場調査方法、コースの運営・モニ

タリング方法、除隊兵士の社会復帰に必要な訓練コース・カリキュラム内容の策

定、修了者のフォローアップ支援体制等を確立する。 
•  活動２：地方における除隊兵士訓練の実施体制を整備する（C/P の配置、SDC 訓練施設・

機材の改善等） 
•  活動３：各 DRP地方事務所の実施する訓練生の募集・選考を支援する。 
•  活動４：SDCにおいて除隊兵士へ基礎技術訓練を実施する。 
•  活動５：除隊兵士訓練修了者に対する訓練のフォローアップとして収入向上のため助言、

起業等の実務訓練、OJTを実施する 
•  活動６：訓練コースを継続的にモニタリング・評価および改善策を取りまとめる 
•  活動７：基礎技術訓練の指導カリキュラム、マニュアル、教材が整備される 

＜指標＞ 

除隊兵士の修了証書の数、訓練コースのモニタリング・評価報告書 
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４‐４ 投入（インプット） 

＜日本側（総額 3.6億円）＞ 
① 専門家派遣 

•  長期：チーフアドバイザー／基礎技術訓練政策、業務調整/基礎技術訓練計画 各 1名 
•  短期：ニーズ調査、木工・金属板加工、裁縫、手工芸、ビジネスサポートなどの分野（年

間約 4名程度） 
② 供与機材：総額 約 2,000万円 
③ 現地活動費（研修費他）：約 1.1億円 
現地業務費・施設整備費（3 地域センターの改修等）・車輌・資機材（無線付・四駆車×2

台・衛星電話）・NGO委託費・ローカルサルタントによるモニタリング・評価・TOT・除隊兵
士への訓練、アフターケア等 
④ 調査団：約 1,700万円 
運営指導調査団（700万円）、終了時評価調査団（1,000万円） 

⑤ 本邦研修：3名×2年 

＜エリトリア側＞ 

① カウンターパートの配置及び人件費 
② 施設・土地手配等：MOEの訓練施設の提供（ATS、SDC） 

４‐５ 外部要因（満たされるべき外部条件） 
① エリトリア政府が兵士除隊を継続する 
② エリトリア政府の協力によって除隊兵士の中から訓練候補生が選定される  
③ 対象 SDC周辺地域の治安が維持される 
④ 政治・経済・社会に大幅な悪化・変動がない 

５ 評価 5項目による評価結果 

５‐１ 妥当性 

本案件は以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
① エリトリア政府が、2001年に NCDRPを設置して推進する除隊兵士の社会復帰を支援するプ
ロジェクトであり、エリトリア国家政策との整合性は高い。 

② 日本政府は、2003 年の TICADIII においてアフリカの平和の定着を重要課題として掲げてお
り、本プロジェクトはこの課題に対応する案件である。 

③ DRP支援については、WB、EUなどがコモンバスケット方式で支援を実施しているが、日本
政府は技術協力を通して支援を行う予定であり、重複は無い。 

④ 本プロジェクトでMOE及び SDCの基礎技能訓練の運営・実施能力が向上されることによっ
て、より DSのニーズに合致した訓練を選択・実施することができる。DSは基礎訓練（技能、
識字・計算、カウンセリング）を受けることによって、基本技能を習得し、生活が向上され

る。 長期的には、訓練を受けた除隊兵士が社会へスムーズに社会復帰し、エリトリアの経

済発展に寄与することが見込めることから、エリトリア政府の政策に合致している。 
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５‐２ 有効性 

本案件は、以下の理由から有効性が見込める。 
① プロジェクト目標「対象地域における DS が生活向上に結びつく基礎技術を習得する」を達
成するため、最も重要な成果の一つは、対象地域において、DS に対する基礎訓練を迅速に
実施することである（成果 4）。さらに、MOEにおける基礎訓練システムを整備し（成果 1）、
TOT等を実施して指導員の能力を向上する必要がある（成果 2）。また、本プロジェクトの自
立発展性を高める為には DS 訓練指導のカリキュラムやマニュアル、教材を整備することが
大事である（成果 3）。これら四つの成果を実現させることによって、プロジェクト目標の達
成が見込める。 

② 市場調査に基づいた訓練コースを選択することや DS とのインタビュー等によって、地方に
おける除隊兵士のニーズや技能レベルに応じた支援を行う。 

③ DS向け訓練は 2.5から 5か月間の期間をかけ、その後のカウンセリング、OJT等のフォロー
も行う予定であることから、除隊兵士の社会復帰を促進することができる。 

５‐３ 効率性 

本案件は以下の理由から効率的な実施が見込める 

① ATSやエリトリア人の指導員を日本人技術者が育成すること、また、SDCといった既存の施
設を最大限活用するなど、効率性を高める工夫を行っている。 

② 訓練に簡易な道具を用いることにより、プロジェクト費用が少なくするとともに、DSが技術
習得後に現地で入手可能な同様の道具によって収入を得ることができるよう配慮している。

５‐４ インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予測できる。 
① プロジェクト目標「対象地域における DS が生活向上に結びつく基礎技術を習得する」が達
成されれば、DSが現地のニーズ及び DSのニーズ・技術レベルに合致した労働人材になって
いることが見込まれる。プロジェクト期間中の起業方法のコース実施や訓練後のフォロー（カ

ウンセリング等）によって、上位目標である「除隊兵士の社会復帰がなされる」が達成され

ることが見込まれる。 

② 十分な教育を受けていない人々への技術訓練方法を MOE に根づかせることができる為、プ
ロジェクトの成果を組織的に定着させる事が可能になる。 

③ 除隊兵士が経済活動に参加することにより、周辺コミュニティの経済が活性化する。 

④ 負のインパクトとしては、除隊兵士に特化した訓練コースは、地元コミュニティ及び帰還民
や国内避難民の不公平感を高める可能性がある。（対策としては、除隊兵士を受け入れるコミ

ュニティのリーダーと定期的に会合を開いたり、コミュニティ・ニーズ調査を定期的に行う、

等がある） 

５‐５ 自立発展性 

本案件は除隊兵士の社会復帰という短・中期的目標を達成することが目的であるが、案件の効果

は以下の形で持続するものと見込まれる。 
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① MOEと共同で除隊兵士の訓練計画の策定及び実施を行うため、同省のスタッフの能力が向上
し、基礎技術訓練のノウハウ（カリキュラム、マニュアル、教材）が同省及び SDCに蓄積さ
れる。 

② 本案件を通じて移転された技術は、ATS、指導員及び除隊兵士のそれぞれのレベルにおいて
習得され、将来にわたって活用されうる。 

③ エリトリアには、WB の支援によりマイクロ・ファイナンスが実施されており、除隊兵士が
これを有効活用することにより起業・自立できる可能性が高まる。 

６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
民族、宗教、性別の違いによって、対象者の訓練参加が阻害されることがないよう留意し、識字

率が比較的低く、社会的弱者である女性（除隊兵士全体の約 30％を占める）を対象としたコース
を多く設置することとしている。 
また、訓練対象者を除隊兵士のみに絞らず、コースに余裕がある範囲で帰還民や国内避難民、一

般周辺住民に対しても訓練機会を提供するなど、コミュニティにおける不公平感を生じさせないよ

うに留意する。本案件は復興プロセスに対する協力であり、除隊兵士の社会復帰を促すものである

ため、人間の安全保障を中心に据えた協力である。 

７ 過去の類似案件からの教訓の活用 
2003 年にエリトリアで実施したパイロットコース（縫製技術コース）において、以下のような
課題が指摘されている。 

① エリトリアではミシンを持っている人が少ないことから、訓練後の職場をどのように確保し
ていくかが課題となった。本格フェーズでは、より器具の入手が用意な機織コースなども導

入することとする。 

② また、除隊兵士の社会復帰は緊急を要することから、指導員訓練を一通り実施してから、除
隊兵士訓練に移るより、除隊兵士訓練を行いながら、In-Service Trainingにより指導員の技術
をブラッシュアップしていくほうが、期間を短縮できるため、本格フェーズでは、同時並行

的に行うこととする。 

８ 今後の評価計画 

•  中間評価：2006年（必要に応じて実施を検討する）  
•  終了時評価：2007年 12月 
•  事後評価：協力修了 3年後を目処に実施予定 

 
 




























	表紙
	序文
	目次
	地図
	略語表
	写真
	第１章　要請背景
	1-1　エリトリア兵士の動員解除・社会復帰プログラムの背景と現状
	1-2　我が国の対応の経緯

	第２章　調査・協議等の経過と概略
	2-1　プロジェクト形成調査
	2-2　専門家の投入
	2-3　パイロット事業の実施
	2-4　第一次事例評価調査
	2-5　第一次事例評価・追加調査
	2-6　第二次事例評価調査
	2-7　実施協議

	第３章　プロジェクトの概要
	3-1　全体計画
	3-2　除隊兵士の訓練計画
	3-3　実施体制
	3-4　プロジェクト実施上の留意点

	付属資料
	1　討議議事録
	2　ミニッツ
	3　事業事例評価表
	4　第１次事例評価調査ミニッツ




